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1 
全

サ
ー

ビ
ス

に
共

通
す

る
主

な
改

定
内

容

(運
営

基
準

に
関

す
る

も
の

）
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令
和

３
年

度
基

準
改

定
に

よ
る

経
過

措
置

対
象

サ
ー

ビ
ス

取
 組

 事
 項

令
和

3年
4月

1日
（

令
和

３
年

度
）

令
和

4年
4月

1日
（

令
和

４
年

度
）

令
和

5年
4月

1日
（

令
和

５
年

度
）

令
和

6年
4月

1日
（

令
和

６
年

度
）

全
サ

ー
ビ

ス
感

染
症

の
発

生
及

び
ま

ん
延

防
止

等
に

関
す

る
委

員
会

の
設

置
や

研
修

訓
練

の
実

施
等

全
サ

ー
ビ

ス
業

務
継

続
計

画
（

BC
P）

の
策

定
や

研
修

・
訓

練
の

実
施

等

全
サ

ー
ビ

ス
障

が
い

者
虐

待
防

止
の

推
進

の
た

め
の

委
員

会
の

設
置

や
研

修
の

実
施

等

身
体

拘
束

等
の

適
正

化

自
立

生
活

援
助

・
就

労
定

着
・

相
談

系
サ

ー
ビ

ス
以

外

【
訪

問
系

の
み

新
設

】
身

体
拘

束
を

行
う

場
合

の
態

様
及

び
時

間
、

そ
の

際
の

利
用

者
の

心
身

の
状

況
並

び
に

緊
急

や
む

を
得

な
い

理
由

等
の

記
録

訪
問

系

そ
の

他
従
前
よ
り
義
務
化

【
R3

新
設

事
項

】
身

体
拘

束
適

正
化

の
た

め
の

委
員

会
の

設
置

や
研

修
の

実
施

等

訪
問

系
そ

の
他

【
新

設
事

項
に

係
る

】
身

体
拘

束
廃

止
未

実
施

減
算

訪
問

系
そ

の
他

努
力

義
務

努
力

義
務

努
力

義
務

努
力

義
務

努
力

義
務

努
力

義
務

努
力

義
務

努
力

義
務

義
務

化

義
務

化

義
務

化

義
務

化

義
務

化

減
算

適
用

2



身
体

拘
束

等
の

適
正

化
令

和
５

年
度

か
ら

減
算

範
囲

拡
大

義
務

付
け

の
内

容
そ

の
他

の
留

意
事

項
減

算

記
録

の
整

備
身

体
拘

束
等

を
行

う
場

合
に

は
、

そ
の

態
様

及
び

時
間

、
そ

の
際

の
利

用
者

の
心

身
の

状
況

並
び

に
緊

急
や

む
を

得
な

い
理

由
そ

の
他

必
要

な
事

項
を

記
録

す
る

（
訪

問
系

の
み

変
更

）

記
録

が
な

い
場

合
は

減
算

(訪
問

系
は

令
和

5
年

度
か

ら
)

委
員

会
の

開
催

身
体

拘
束

等
の

適
正

化
の

た
め

の
対

策
を

検
討

す
る

委
員

会
を

年
1回

以
上

開
催

す
る

と
と

も
に

、
そ

の
結

果
に

つ
い

て
、

従
業

者
に

周
知

徹
底

を
図

る

・
 事

業
所

に
従

事
す

る
幅

広
い

職
種

に
よ

り
構

成
す

る
こ

と
・

 構
成

員
の

責
務

及
び

役
割

分
担

を
明

確
に

す
る

と
と

も
に

、
専

任
の

身
体

拘
束

等
の

適
正

化
対

応
策

を
担

当
す

る
者

を
決

め
て

お
く

こ
と

未
対

応
の

場
合

は
令

和
５

年
度

か
ら

減
算

指
針

の
整

備
身

体
拘

束
等

の
適

正
化

の
た

め
の

指
針

を
整

備
す

る
指

針
に

盛
り

込
む

べ
き

項
目

・
 事

業
所

に
お

け
る

身
体

拘
束

等
の

適
正

化
に

関
す

る
基

本
的

な
考

え
方 ・

 身
体

拘
束

適
正

化
検

討
委

員
会

そ
の

他
事

業
所

内
の

組
織

に
関

す
る

事
項

・
 身

体
拘

束
等

の
適

正
化

の
た

め
の

職
員

研
修

に
関

す
る

基
本

方
針

・
 事

業
所

内
で

発
生

し
た

身
体

拘
束

等
の

報
告

方
法

等
の

方
策

に
関

す
る

基
本

方
針

・
 身

体
拘

束
等

発
生

時
の

対
応

に
関

す
る

基
本

方
針

・
 利

用
者

等
に

対
す

る
当

該
指

針
の

閲
覧

に
関

す
る

基
本

方
針

研
修

の
実

施
従

業
者

に
対

し
、

身
体

拘
束

等
の

適
正

化
の

た
め

の
研

修
を

年
１

回
以

上
実

施
す

る
・

年
１

回
以

上
定

期
的

な
研

修
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
新

規
採

用
時

に
も

必
ず

身
体

拘
束

等
の

適
正

化
の

研
修

を
実

施
す

る
こ

と
・

研
修

の
実

施
内

容
に

つ
い

て
記

録
す

る
こ

と
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虐
待

防
止

の
取

り
組

み
令

和
4年

度
に

義
務

化
済

義
務

付
け

内
容

そ
の

他
の

留
意

事
項

委
員

会
の

開
催

虐
待

防
止

の
た

め
の

対
策

を
検

討
す

る
委

員
会

を
年

1回
以

上
開

催
す

る
と

と
も

に
、

委
員

会
で

の
検

討
結

果
を

従
業

者
へ

周
知

徹
底

す
る

 委
員

会
の

役
割

・
 虐

待
防

止
の

た
め

の
計

画
づ

く
り

 
虐

待
防

止
の

研
修

、
労

働
環

境
・

条
件

を
確

認
・

改
善

す
る

た
め

の
実

施
計

画
づ

く
り

、
指

針
の

作
成

・
 虐

待
防

止
の

チ
ェ

ッ
ク

と
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
 

虐
待

が
起

こ
り

や
す

い
職

場
環

境
の

確
認

等
・

 虐
待

発
生

後
の

検
証

と
再

発
防

止
策

の
検

討
 

 
虐

待
や

そ
の

疑
い

が
生

じ
た

場
合

、
事

案
検

証
の

上
、

再
発

防
止

策
を

検
討

、
実

行

委
員

会
の

運
営

・
 構

成
員

の
責

務
及

び
役

割
分

担
を

明
確

に
す

る
・

 構
成

員
に

は
、

利
用

者
や

そ
の

家
族

、
専

門
的

な
知

見
の

あ
る

外
部

の
第

三
者

等
も

加
え

る
こ

と
が

望
ま

し
い

・
 法

人
単

位
で

の
設

置
や

身
体

拘
束

等
適

正
化

委
員

会
と

一
体

で
の

設
置

も
可

能
・

 虐
待

防
止

委
員

会
に

は
、

事
業

所
の

管
理

者
や

虐
待

防
止

担
当

者
が

参
画

す
る

こ
と

虐
待

防
止

に
関

す
る

基
本

的
な

考
え

方
、

虐
待

発
生

時
の

対
応

に
関

す
る

基
本

方
針

、
虐

待
防

止
委

員
会

等
施

設
内

の
組

織
に

関
す

る
事

項
、

職
員

研
修

に
関

す
る

基
本

方
針

等
を

定
め

た
「

虐
待

防
止

の
た

め
の

指
針

」
を

作
成

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

研
修

の
実

施
従

業
者

に
対

し
、

虐
待

防
止

の
た

め
の

研
修

を
１

回
以

上
実

施
す

る
・

虐
待

防
止

委
員

会
が

作
成

し
た

研
修

プ
ロ

グ
ラ

ム
を

実
施

し
、

定
期

的
な

研
修

を
年

１
回

以
上

実
施

す
る

と
と

も
に

、
新

規
採

用
時

に
は

必
ず

虐
待

防
止

の
研

修
を

実
施

す
る

こ
と

・
研

修
の

実
施

内
容

に
つ

い
て

記
録

す
る

こ
と

担
当

者
の

配
置

虐
待

の
防

止
等

の
た

め
の

担
当

者
の

設
置

・
 虐

待
防

止
の

た
め

の
担

当
者

に
つ

い
て

は
、

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
等

を
配

置
す

る
こ

と

「
障
害
者
福
祉
施
設
等
に
お
け
る
障
害
者
虐
待
の
防
止
と
対
応
の
手
引
き
」

職
場
研
修
用
冊
子
「
障
害
福
祉
施
設
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
に
お
け
る
障
害
者
虐
待
防
止
法
の
理
解
と
対
応
」
　

参
考

資
料
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義
務

付
け

内
容

そ
の

他
の

留
意

事
項

委
員

会
の

開
催

訪
問

系
、

相
談

系
、

就
労

定
着

、
自

立
生

活
援

助
左

記
以

外
の

サ
ー

ビ
ス

・
 幅

広
い

職
種

に
よ

り
構

成
す

る
こ

と
・

 構
成

メ
ン

バ
ー

の
責

任
及

び
役

割
分

担
を

明
確

に
す

る
と

と
も

に
、

専
任

の
感

染
対

策
を

担
当

す
る

者
を

決
め

て
お

く
こ

と
・

 看
護

師
の

配
置

が
あ

る
サ

ー
ビ

ス
種

別
で

は
、

感
染

対
策

担
当

者
は

看
護

師
で

あ
る

こ
と

が
望

ま
し

い
・

他
の

会
議

体
を

設
置

し
て

い
る

場
合

、
こ

れ
と

一
体

的
な

設
置

・
運

営
も

可

感
染

症
の

予
防

及
び

ま
ん

延
の

防
止

の
た

め
の

対
策

を
検

討
す

る
委

員
会

を
設

置
し

、
お

お
む

ね
６

カ
月

に
1回

以
上

開
催

す
る

感
染

症
及

び
食

中
毒

の
予

防
及

び
ま

ん
延

の
防

止
の

た
め

の
対

策
を

検
討

す
る

委
員

会
を

設
置

し
、

お
お

む
ね

３
カ

月
に

1回
以

上
開

催
す

る
こ

と

委
員

会
で

の
検

討
結

果
に

つ
い

て
、

従
業

者
へ

周
知

徹
底

を
図

る

指
針

の
整

備
事

業
所

に
お

け
る

感
染

症
の

予
防

及
び

ま
ん

延
防

止
の

た
め

の
指

針
を

整
備

事
業

所
に

お
け

る
感

染
症

及
び

食
中

毒
の

予
防

及
び

ま
ん

延
防

止
の

た
め

の
指

針
を

整
備

指
針

に
は

平
常

時
の

対
策

と
発

生
時

の
対

応
を

規
定

す
る

研
修

及
び

訓
練

の
実

施
・

感
染

症
の

発
生

及
び

ま
ん

延
の

防
止

の
た

め
の

研
修

を
年

1回
以

上
実

施
・

感
染

症
発

生
時

の
対

応
に

つ
い

て
の

訓
練

を
年

1回
以

上
実

施

・
感

染
症

及
び

食
中

毒
の

予
防

及
び

ま
ん

延
の

防
止

の
た

め
の

研
修

を
年

２
回

以
上

及
び

新
規

採
用

時
・

感
染

症
及

び
食

中
毒

発
生

時
の

対
応

に
つ

い
て

の
訓

練
を

年
２

回
以

上

・
研

修
の

内
容

は
感

染
対

策
の

基
礎

的
内

容
等

の
適

切
な

知
識

を
普

及
啓

発
す

る
と

と
も

に
、

指
針

に
基

づ
い

た
衛

生
管

理
を

徹
底

す
る

も
の

と
す

る
・

研
修

の
内

容
に

つ
い

て
記

録
す

る
・

訓
練

は
発

生
時

の
対

応
を

定
め

た
指

針
及

び
研

修
内

容
に

基
づ

き
、

事
業

所
内

の
役

割
分

担
の

確
認

や
感

染
対

策
を

し
た

う
え

で
の

支
援

の
演

習
な

ど
を

実
施

す
る

・
訓

練
の

実
施

は
机

上
を

含
め

そ
の

実
施

方
法

は
問

わ
な

い
が

、
机

上
及

び
実

地
で

実
施

す
る

も
の

を
適

切
に

組
み

合
わ

せ
な

が
ら

実
施

す
る

感
染

対
策

の
強

化
令

和
6年

度
か

ら
義

務
化

5



義
務

付
け

内
容

そ
の

他
の

留
意

事
項

業
務

継
続

計
画

の
策

定
感

染
症

や
災

害
の

発
生

時
に

利
用

者
に

対
す

る
サ

ー
ビ

ス
提

供
を

継
続

的
に

実
施

す
る

た
め

、
及

び
非

常
時

の
体

制
で

早
期

の
業

務
再

開
を

図
る

た
め

の
計

画
を

策
定

し
、

当
該

計
画

に
従

い
、

必
要

な
措

置
を

講
じ

る

感
染

症
に

係
る

業
務

継
続

計
画

の
項

目
災

害
に

係
る

業
務

継
続

計
画

の
項

目
・

 平
時

か
ら

の
備

え
 

体
制

構
築

・
整

備
、

感
染

症
防

止
に

向
け

た
取

組
の

実
施

、
備

蓄
品

の
確

保
等

・
 初

動
対

応
・
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２ 人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等について

（1） 趣旨

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法

律の整備に関する法律」により障害者自立支援法、児童福祉法等が改正さ

れ、従来国の省令で定めることとしていた指定基準等を条例で定めることと

されたため、本市基準条例等を制定するもの。

（2） 基準条例等の制定

① 制定の考え方

・ 継続性や公平性を確保する観点から、現行の省令を継承することを

基本としつつ、本市の実情に応じて必要な部分については独自基準を

設ける。

・ 基本方針、人員及び設備に係る基準については主に条例で定め、そ

の他運営に係る基準については主に規則で定める構成とする。

② 制定する条例及び関係規則

・ 倉敷市障害福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

（平成２４年１２月１９日条例第５４号）

・ 倉敷市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める規則

（平成２５年３月２６日規則第３４号）

・ 倉敷市障害者支援施設の運営に関する基準を定める規則

（平成２５年３月２６日規則第３５号）

・ 倉敷市指定障害福祉サービスの事業等の人員及び運営に関する基準を定める規則

（平成２５年３月２６日規則第３６号）

・ 倉敷市地域活動支援センターの運営に関する基準を定める規則

（平成２５年３月２６日規則第３７号）

・ 倉敷市福祉ホームの運営に関する基準を定める規則

（平成２５年３月２６日規則第３８号）

・ 倉敷市指定障害者支援施設等の人員及び運営に関する基準を定める規則

（平成２５年３月２６日規則第３９号）

・ 倉敷市児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

（令和元年６月２６日条例第３０号）

・ 倉敷市児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員及び運営に関する基準を定める規則

（令和元年６月２６日規則第５７号）

（3） 施行年月日

・平成２５年４月１日

・令和元年６月２６日
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３ 指導及び監査の実施方法について

（１）集団指導

倉敷市内の障害福祉サービス事業者に対しては、倉敷市が原則として、

毎年度１回一定の場所に対象事業者を招集し、講習会方式により指導を行

います。

（２）実地指導

障害福祉サービス事業者等の所在地において、各種書類・帳簿の確認、

ヒアリングを行うことにより実施します。一部のサービスについては、市

役所内において実施することがあります。

○ 指導内容

障害福祉サービス事業者のサービスの質の確保・向上を図ることを主眼

とし、人員、設備、運営及び自立支援給付費請求について指導します。（必

要に応じて過誤調整）

○ 事前に提出を求める書類等

・事前提出資料（指導監査課ホームページに掲載）

・自己点検表、運営規程、重要事項説明書、施設平面図、パンフレット

など

○ 指導の結果

改善を要する事項は、後日文書で通知します。文書で指摘した事項につ

いては改善報告書の提出を求めます。

（３）監査

監査は、入手した各種情報により人員、設備及び運営基準等の指定基準

違反や不正請求、利用者への虐待等が疑われるとき、その確認及び行政上

の措置が必要であると認める場合に、障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律第２章第２節第５款又は児童福祉法第 2章第 2
節第 2款の規定に基づき実施します。
○ 各種情報とは、

① 通報・苦情・相談等に基づく情報

② 国民健康保険団体連合会、運営適正化委員会等へ寄せられる苦情

③ 自立支援給付等の請求データ分析により特異傾向を示す事業者情報

④ 実地指導において確認した情報

※原則として、無通告（当日に通知）で立ち入り検査を実施する

など、より実効性のある方法で行っています。
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（４）報酬請求指導の方法

指導担当者が、加算等体制の届出状況並びに自立支援給付（基本単位及

び各種加算）の請求状況について、関係資料により確認を行います。報酬

基準に適合しない取扱い等が認められた場合には、加算等の基本的な考え

方や報酬基準に定められた算定要件の説明等を行い、適切なサービスの実

施となるよう指導するとともに、過去の請求について自己点検の上、不適

切な請求となっている部分については過誤調整として返還を指導します。

（５）過誤調整の返還指導（※監査における不正請求は、給付決定市町村より返還命令）

実地指導等において、過誤調整が必要と思われる場合は、原則として次

のとおり取り扱います。

① 障害福祉サービス提供の記録が全くない場合は、サービス提供の挙証

責任が果たせていないため返還を指導します。

② 基準省令及び告示に明記されている基準・加算要件等を満たしていな

い場合は返還を指導します。

③ 厚生労働省が発出した各種通知類（解釈通知、留意事項通知、Ｑ＆

Ａ）の内容が遵守されていない場合は是正を指導します。

（６）行政処分事案

令和３年２月１０日付けで、市内就労継続支援Ａ型事業所の不正請求等

事案に対し、指定取消処分を行いました。また、今年に入って県内の社会

福祉法人の運営する施設で、虐待による処分事案も発生しています。

次のような場合は、指定の取り消し等の対象になります。

４ 事業廃止時の留意事項について

指定障害福祉サービス事業者については、事業廃止（休止も含む。以下同

じ。）の際、事業の廃止の日以後においても引き続き当該指定障害福祉サービ

スに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害福祉サービスが

指定取消等の処分になる事例

・介護給付費等の請求に関し不正があったとき

・障がい者の人格尊重義務に違反したとき（虐待等）

・不正の手段により指定を受けたとき

・運営基準に従って適正な運営をすることができなくなったとき など

※ 処分が行われた場合は、不正に得た給付費の返還に４０％の加算金が課せら

れます
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継続的に提供されるよう、他の指定障害福祉サービス事業者その他関係者との

連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならないことが、障害者総合支援

法第４３条第４項、児童福祉法２１条の 5の１９第４項等に事業者の責務とし
て規定されています。

事業廃止を検討している事業者は、事前に障がい福祉課に相談のうえ、利用

者の移行先の調整を行い、廃止の日の一か月前までに、利用者の移行先リスト

等を添付して廃止の届をしてください。利用者の利用調整が未整備な場合に

は、法第４３条第４項の規定に基づく事業者責務を果たしていないこととなる

ので、勧告・命令・指定取消といった措置をとることとなります。

資料⇒ 22 ページ

５ 業務管理体制の整備について

平成２４年４月１日から、障害福祉サービス事業者等には不正事案の発生防

止の観点から、事業運営の適正化を図るための業務管理体制の整備とその届出

が義務付けられました。業務管理体制は、事業者自身の自己責任原則に基づく内

部管理を前提としたものであり、市が事業者に代わり、指定等取消事案などの不

正行為の未然防止を図るものではありません。事業者自らが体制を整備し、コン

プライアンス向上に取り組んでいただく必要があります。

○ 障害福祉サービス事業者等が整備すべき業務管理体制

① 事業所等職員の法令遵守を確保するための責任者の設置

② 法令遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載した

「法令遵守規程」の整備（事業所数が 20以上の法人のみ）
③ 外部監査などによる「業務執行の状況の監査」が行われていること（事業所

数が 100以上の法人のみ）
○届出事項（変更の際にも届け出が必要です）

① 事業者の名称

② 主たる事務所の所在地

③ 代表者の氏名、生年月日、住所、職名

④ 法令遵守責任者の氏名及び生年月日

⑤ 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要（事業所数 20以
上）

⑥ 業務執行の状況の監査の方法の概要（事業所数 100以上）
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○届出書の提出先

○業務管理体制の確認検査

倉敷市では、業務管理体制の整備・運用状況を確認するために、順次、確認

検査を実施しています。（根拠：障害者総合支援法第５１条の３、児童福祉法

第２１条の５の２７）

一般検査は、事業者の業務管理体制の問題点について検証し、事業者が自ら

業務管理体制の改善を図り、法令等遵守に取り組むよう意識付けすることが目

的です。

一般検査は、基本的には書面検査で行うこととしています。一般検査通知を

受け取った法人は、報告書を通知に記載した期日までに提出してください。

６ 福祉・介護職員処遇改善加算等について

（１）加算の概要

① 福祉・介護職員処遇改善加算

平成２４年度から福祉・介護職員処遇改善助成金を障害福祉サービス等

報酬に移行し、当該助成金の対象であった障害福祉サービス等に従事する

福祉・介護職員の賃金改善に充てることを目的に、「福祉・介護職員処遇改

善加算」が創設されました。その後、数回にわたり拡充が図られていま

す。

② 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

令和元年１０月の報酬改定において、職員の確保・定着につなげていく

ため、処遇改善加算に加え、経験・技能のある障害福祉人材に重点化しつ

つ、職員の更なる処遇改善を行うとともに、その趣旨を損なわない程度に

おいて、一定程度他の職種の処遇改善も行うことができる柔軟な運用を認

める「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」が創設されました。

③ 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算

① 事業所等が複数の都道府県にある事業者 厚生労働省

② 事業所等が岡山県内のみにある事業者（③④を除く） 岡山県

③ 事業所等が岡山市内のみにある事業者 岡山市

④ 事業所等が倉敷市内のみにある事業者 倉敷市
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令和４年１０月の報酬改定において、令和４年２月から９月までの福

祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金による賃上げ効果を継続する観点か

ら、基本給等の引上げによる賃金改善を一定求めつつ、福祉・介護職員の

処遇改善を行うものであることを十分に踏まえた上で、他の職種の処遇改

善も行うことができる柔軟な運用を求める「福祉・介護職員等ベースアッ

プ等支援加算」が創設されました。

※ 就労定着支援、自立生活援助、地域相談支援、計画相談支援、障害児相

談支援については、処遇改善加算等(①から③の加算をいう。以下同じ。）
の算定対象外となります。

（２）賃金改善の考え方について

障害福祉サービス事業者等は、処遇改善加算等の算定額に相当する職員

の賃金（基本給、手当、賞与等（退職手当を除く。）を含む。）の改善（以

下「賃金改善」という。）を実施しなければなりません。

賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうちから対象とする賃金項目を特

定した上で行い、賃金改善を行う項目については、明確に記載してくださ

い。この場合、特別な事情に係る届出をする場合を除き、特定した賃金項

目を含め、賃金水準を低下させてはなりません。（安定的な処遇改善が重要

であることから、基本給による賃金改善が望ましい。）

（３）賃金改善に係る留意点

処遇改善加算等を取得した障害福祉サービス事業者等は、処遇改善加算

等の算定額に相当する賃金改善の実施と併せて、取得する加算に応じた基

準を満たす必要があります。

なお、当該基準の達成に向けて取り組む費用については、算定要件にお

ける賃金改善の実施に要する費用に含まれません。

また、役員報酬に対して処遇改善加算等を充てることは、賃金改善とし

て認められません。ただし、役員報酬とは別に、処遇改善加算等の対象職

種として労働基準法上で定義されている賃金を得ている場合は、その賃金

に対してのみ処遇改善加算等を充てることは可能です。

（４）届出及び実績報告について

① 提出期限

ア 令和５年度処遇改善加算等の届出

・令和５年４月又は５月から加算を取得する場合

⇒令和５年４月１４日（金）必着
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・令和５年６月以降年度途中から加算を取得する場合

⇒算定開始月の前々月末日

※ 処遇改善加算等を算定する事業所は、必ず「障害福祉サービス等処

遇改善計画書」を提出する必要があります。なお、新たに処遇改善加

算等を算定する場合又は従来の区分と異なる区分を算定する場合

（例：加算(Ⅱ)を算定していたが、加算(Ⅰ)を算定する場合）は、「障
害福祉サービス等処遇改善計画書」に加え、介護給付費等の額の算定

に係る体制等に関する届出書等も提出する必要があります。

イ 令和４年度処遇改善加算等の実績報告

・令和５年３月まで加算を算定した場合

⇒令和５年７月３１日（月）必着

・令和５年２月以前まで加算を算定した場合

⇒最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日

※ 実績報告で、賃金改善所要額が加算による収入額（加算総額）を下

回った場合は、加算の算定要件を満たしていないため、全額返還とな

ります。（差額の返還ではありません。）実績報告を提出しない場合

も、全額返還となるので、必ず期限内に提出してください。

② 提出先

倉敷市障がい福祉課事業所指導室

※ 他自治体の指定を受けている場合は、指定権者ごとに提出が必要に

なります。

③ 提出書類

倉敷市障がい福祉課事業所指導室のホームページから、様式をダウンロ

ードしてください。なお、令和５年度は、様式の変更があるため、処遇改

善計画書を提出する際には、必ず令和５年度版の様式を御使用ください。

７ 障害福祉サービス等情報公表制度について

障害福祉サービス等情報公表制度は、利用者個々のニーズに応じた良質なサ

ービスの選択と事業者のサービスの質の向上に資することを目的に、平成２８

年５月に成立した障害者総合支援法及び児童福祉法の一部を改正する法律にお

いて、①事業者に対して障害福祉サービスの内容等を都道府県知事等へ報告す
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ることを求めるとともに、②都道府県知事等が、報告された内容を公表する仕

組みとして創設されました。

倉敷市では、｢倉敷市障害福祉サービス等情報公表実施要領｣に基づき、ワム

ネットを活用した運用をしておりますので、事業者におかれましては、適切に

事業所情報等の登録や定期的な更新（毎年５月以降）を行ってください。

８ サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の研修制度について

平成３１年度以前は、実務経験を満たした人が、１回の研修を終えれば、サ

ービス管理責任者、児童発達支援管理責任者（以下「サビ児管」）となれてい

ましたが、振り返りの機会もなく、更新されることもなかったため、質の担保

を目的として、令和元年度より研修体系が改定されました。

サビ児管となるためには、

（１）実務要件を満たすこと

（２）研修要件を満たすこと

という大きく分けると２つの要件があります。

「分野別研修」が統合再編されることで、児発管やサビ管の分野ごとの研修要

件は統一されました。

実践研修を終えると、どの分野のサビ管としても児発管としても研修要件を

満たしているため、実務要件さえ満たしていれば、サビ管としても児発管とし

ても就任できることとなります。これは、かつての分野別研修を修了している

者についても同様の扱いとなっていますが、サビ管と児発管としても実務要件

は異なるので注意が必要です。

※現にサービス管理責任者、児童発達支援管理責任者として従事している方

が、サビ児管の更新研修もしくは実践研修を受講された場合は、修了証を事業

所指導室に提出してください。

資料⇒ 23ページ
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研修要件

研修要件については、かつては「相談支援従事者初任者研修の講義部分」「分野別研修」と

いう２つの研修を受けておけば満たされるということになっていましたが、令和元年度の改

定により、「相談支援従事者初任者研修の講義部分＋基礎研修」、その後、「実践研修」を受け

ることでサビ児管の研修要件が満たされ、要件維持のために５年度毎に「更新研修」を受講す

ることとなりました。

また、分野別研修を受講できる要件は都道府県が独自に設定していましたが、令和元年度

の改定で、「基礎」「実践」「更新」の受講のための要件が国によって正式に設定されています。

・基礎研修を受講するための要件は、

「実務要件を満たすまでに２年以内であること」

・実践研修を受講するための要件は、

「基礎研修修了者となって以後、実践研修を受ける前５年間の間に、２年以上の相談支援

直接支援の経験があること」

・更新研修を受講するための要件は、

「サビ児管、管理者、相談支援専門員として現に従事していること」もしくは「受講前５

年間の間に２年以上のサビ児管、管理者、相談支援専門員としての経験があること」

旧体系研修受講者は令和５年度末までに更新研修の受講が必要です。

実務要件

サビ管としての実務要件は、資格によって求められている経験年数が異なります。何の資格

もなくて、直接支援の経験をしている人は、以前は１０年の経験が求められていましたが、

令和元年度の改定により８年に緩和されています。

実務要件を満たすまでに２年以内の人が基礎研修の対象となります。

（例えば、何の資格もなくて直接支援の経験を積んでいる方は６年目から基礎研修の受講が

可能）

児発管としての実務要件について、何の資格を持たない人の直接支援の経験年数が１０年か

ら８年に緩和されています。

実務経験として認められる業務の内容がサビ管とは異なります。

研修見直しに伴う経過措置等について、

① 旧サビ児管研修受講済みの者

・令和５年度までは、現にサビ児管として従事している者とみなす

・令和５年度までは、引き続きサビ児管として従事することが可能で、更新研修も実際の実

務経験に関係なく受講が可能

② 基礎研修受講時点で実務要件を満たしている者

・実務要件を満たしている場合は、基礎研修受講後３年間は、実践研修を受講していなくて

もサービス管理責任者等とみなす

※ 基礎研修修了者がサビ児管とみなされるのは、令和４年３月３１日までに基礎研修を修

了した者となります。また、基礎研修終了後から３年以内に限ることになりますので、必

ず３年以内に実践研修を修了してください。
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９ 送迎にかかる事故防止について

令和 3年、4年と保育所等の送迎バスで子どもが置き去りにされ、亡くなる
という大変痛ましい事故が続けて発生しました。

これらの事故を受け、車両による送迎に当たっての安全管理の徹底について

通知が発出されています。送迎を実施している事業所においては、送迎時の利

用者の安全管理について御留意いただくようお願いします。

資料 25 ページ

10 事故報告について

指定障害福祉サービス事業者等において、利用者に対する支援サービスの提

供により事故が生じた場合には、速やかに利用者の家族及び関係行政機関に連

絡し、必要な措置を講じるとともに、その事故が賠償すべき事故である場合に

は、速やかに損害賠償を行わなければなりません。

あわせて、事故の程度が事故報告基準のいずれかに該当するときは、遅滞な

く市に報告する必要があります。

資料⇒ 26 ページ

11 防災対策について

（1） 業務継続に向けた取組の強化（全サービス）

災害が発生した場合であっても、必要な障害福祉サービスが継続的に提供で

きる体制を構築する観点から、全ての障害福祉サービス等事業者を対象に、業

務継続に向けた計画等の策定と定期的な見直し、研修の実施、訓練（シミュレ

ーション）の実施等が義務づけられます。

（※令和 6年 3月 31日までの経過措置期間あり）

（2） 非常災害対策

災害発生時における職員の役割分担や基本行動等について、施設が立地す

る地域の環境等を踏まえ、様々な災害を想定した具体的な計画（非常災害計

画）を、あらかじめ定め、定期的に従業者に周知する必要があります。
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非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他の訓練を行ってくださ

い。また、令和 3年度からは、この訓練の際に、地域住民の参加が得られる
よう、連携に努めることが求められています。

（想定する災害）

風水害、土砂災害、地震等の自然災害や、火災、ガス爆発等の人為災害など

（必ずしも災害ごとに別の計画として策定する必要はありません。）

（対象事業所）

障害者支援施設、療養介護事業所、生活介護事業所、短期入所事業所、自立

訓練事業所、就労移行支援事業所、就労継続支援事業所、共同生活援助事業

所、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所

資料⇒ 30 ページ

（3） 避難確保計画

平成２９年の「水防法の一部を改正する法律」の施行により、要配慮者利用

施設の避難確保計画作成及び避難訓練の実施が義務となりました。

対象となる施設は、市町村の地域防災計画に定められた、河川洪水浸水想

定区域・土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設です。倉敷市では、今

後地域防災計画の掲載施設の見直しを行っていく予定です。対象施設が拡大

する可能性ありますので、ご承知おきください。

提出部分の計画作成フォーマットを用意していますので、参考にしてくだ

さい。

資料⇒ 34 ページ

避難確保計画フォーマット https://www.city.kurashiki.okayama.jp/36635.htm

12 災害時情報共有システムについて

災害発生時における障害者支援施設等の被害状況等を国・地方公共団体等が迅

速に把握・共有し、被災施設等への迅速かつ適切な支援（停電施で設への電源車

の手配等）につなげるため、障害者支援施設等に係る災害時情報共有システムの

運用が令和３年９月１日より開始されました。今後は、災害の発生が想定される
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度に、災害時情報共有システムを通じて、各事業所宛てに、被災状況の報告を依

頼するメールが送信されますので、メールに記載されている専用のＵＲＬから、

災害時情報共有システムにアクセスし、被災状況を報告していただく流れとな

ります。

なお、災害時情報共有システムは、事業所情報公表システム（ワムネット）の

基本情報と連携しているため、災害時情報共有システムを通じたメールについ

ては、あらかじめ事業所側で事業所情報公表システム（ワムネット）に登録して

いるアドレス宛てに送信されます。

事業所のメールアドレス等の基本情報の入力が未対応の事業所は、早急に対応

ください。

資料⇒ 36 ページ

13 感染症対応について

○ 感染症対策の強化

全ての障害福祉サービス等事業者に、感染症（及び食中毒）の発生及びまん

延の防止等に関する取組の徹底を求める観点から、委員会の開催，指針の整備、

研修の実施、訓練（シミュレーション）の実施が義務づけられます。

（※令和 6年 3月 31日までの間は努力義務）

〇 感染症発生時の対応

倉敷市内社会福祉施設等における感染症等発生時の対応について、施設長

等は、次の場合、迅速に社会福祉施設担当課に報告することとなっています。

施設利用者及び職員の中で

ア 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡

者又は重篤者が１週間内に２名以上発生した場合

イ 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる者が

１０名以上又は全体の半数以上発生した場合

（ただし、インフルエンザはインフルエンザ様症状（注 1）の患者発生後
７日以内にその者を含み１０名以上のインフルエンザ様症状がみられた

場合）

ウ 新型コロナウイルス感染症の患者が 1名以上発生した場合
※今後、変更される可能性あり

エ ア～ウに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等
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の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

資料⇒ 37 ページ

14 医行為の範囲について

医師、看護師等の免許を有さない者による医業は、医師法その他の関係法規

によって禁止されています。介護現場等において医行為であるか否かについて

判断に疑義が生じることの多い行為であって原則として医行為でないと考えら

れるもの等については、これまで、「医師法第17 条、歯科医師法第17 条及び

保健師助産師看護師法第31 条の解釈について（通知）」（平成17 年７月26

日付け医政発第0726005 号厚生労働省医政局長通知）等において示されてきま

したが、この度、この通知に記載のない行為のうち、介護現場で実施されるこ

とが多いと考えられる行為を中心に、医行為ではないと考えられる行為を整理

した通知が発出されました。医師、看護師等の医療に関する免許を有しない者

が行うことが適切か否か判断する際や、ケアの提供体制について検討する際の

参考としてください。

資料⇒ 38 ページ

15 ハラスメント対策について

労働関係法令においては、令和４年４月から、中小企業についてもハラスメン

ト防止措置が義務化されました。

障害福祉サービス事業者等においても、令和３年４月から、運営基準で、適切

なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は

優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたも

のにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の

必要な措置を講じなければならないことが追加されています。
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■倉敷市担当課

■障害福祉サービス事業者・施設への通知についての電子メール活用

今後一度に多数の事業所に対して通知等を行なう場合、迅速な通知を行うた

め、記載いただいた事業所のメールアドレスあてに配信させていただきますの

で、ご承知願います。

なお、他のアドレスへの配信を希望される場合やアドレスを変更された場

合、新たにアドレスを取得されメールでの配信を希望される場合は、速やかに

障がい福祉課事業所指導室まで連絡をお願いします。

（メールアドレス：wlfdsb-buguof@city.kurashiki.okayama.jp）

担当事務 所在地 電話番号

ＦＡＸ番号

保健福祉局

指導監査課

指定障害福祉サービス事業者・障害

児通所支援事業者(給付費の算定及

び取扱いに係る部分を除く。)の指導

監査に関すること。

倉敷市役所

４Ｆ

TEL

086-426-3297

FAX

086-426-3921

社会福祉部

障がい福祉課

事業所指導室

指定障害者福祉サービス事業者・障

害児通所支援事業の指定等各種届出

に関すること。

地域生活支援事業（日中一時支援等

に係る申請（支払い業務は除く）に関

すること。

倉敷市役所

１Ｆ

TEL

086-426-3287

FAX

086-421-4411
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指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
事
業
廃
止
に
係
る
手
続
き
の
流
れ

【
倉
敷
市
版
】

廃
止
日

廃
止
日

廃
止
日

２
～
３
ヶ
月
前

１
ヶ
月
前

利
用
者
の
利
用
調
整
が
整
備
済
な
場
合

全
て
の
利
用
者
の
移
行
先
が
確
実
に
見
込
ま
れ
る
場
合

全
て
の
利
用
者
の
移
行
先
が
決
定
す
る
ま
で
毎
週
経
過
報
告

◆ 障 が い 福 祉 課 に 事 前 相 談 ◆

○
法
第
４
３
条

４
項
の
事
業
所

の
責
務

・
利
用
調
整
一

覧
（
リ
ス
ト
）

の
作
成

・
支
援
経
過
の

記
録

等

◆ 事 業 の 廃 止 の 届 出 ◆ ※ 法 第 ４ ６ 条 第 ２ 項

◆ 監 査 （ 出 頭 検 査 等 ） ◆ 法 第 ４ ８ 条 第 １ 項

※
利
用
者

の
利
用
調

整
が
未
整

備
な
場
合

※
法
第
４

３
条
第
４

項
の
事
業

者
責
務
を

果
た
せ
て

い
な
い
場

合

◆ 改 善 勧 告 ◆ 法 第 ４ ９ 条 第 １ 項

※
正
当
な
理
由
が
な
く
，
廃
止
日

ま
で
に
，
全
て
の
利
用
者
の
移
行

先
が
決
定
す
る
見
込
み
が
な
い

場
合
，
法
第
４
２
条
第
３
項
違
反

第 １ 回 目 報 告

第 ２ 回 目 報 告

第 ３ 回 目 報 告

第 ４ 回 目 報 告
改
善

改
善

改
善

◆ 聴 聞 通 知 ◆

◆ 改 善 命 令 ◆

未
改

善

◆ 聴 聞 ◆

◆ 事 業 の 廃 止 ◆

◆ 指 定 の 取 り 消 し ◆ 第 ５ ０ 条 第 １ 項

法
第
４
２

条
第
３
項

の
規
定
に

違
反
し
た

と
認
め
ら

れ
た
と
き
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事 務 連 絡 

令和４年 10 月 13 日 

                

各    介護保険主管部（局） 御中 

 
各    障害保健福祉主管部（局） 御中 

 

 

厚生労働省障害保健福祉部障害福祉 課 

厚 生 労 働 省 老 健 局 高 齢 者 支 援 課 

厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課 

厚 生 労 働 省 老 健 局 老 人 保 健 課 

    

 

介護サービス事業所等及び障害福祉サービス事業所等における 

車両による送迎に当たっての安全管理の徹底について 

 

平素より介護サービス事業所等及び障害福祉サービス事業所等（以下「各事業所等」という。）

の安全管理の徹底について、御理解・御尽力をいただきありがとうございます。 

この度、静岡県牧之原市において発生した、認定こども園の送迎バスに子どもが置き去りにさ

れ、亡くなるという大変痛ましい事案を受け、別添のとおりバス送迎に当たっての安全管理の徹

底に関する緊急対策「こどものバス送迎・安全徹底プラン」を政府として取りまとめ、別紙のと

おり厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室ほかより周知しているところです。 

各事業所等におかれては、既に安全管理の徹底について御尽力いただいているところですが、

別添の緊急対策を受け、今一度、送迎時の利用者の安全管理について御留意いただくようお願い

したく、各都道府県、指定都市、中核市におかれましては、管内の各事業所等に対して、本件に

ついて周知いただくようお願いいたします。 

 

 

 

 

都道府県 

指定都市

中 核 市 

都道府県 

指定都市

中 核 市 
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障 第 ８ ３ ７ ５ 号
平成２６年 ２月１０日

倉敷市を事業実施区域とする
障がい福祉サービス事業所 管理者 様

倉敷市長 伊 東 香 織
（福祉部障がい福祉課扱い）

介護給付費・訓練等給付費等の障がい福祉サービス提供に係る事故報告について（通知）

このことについて，障害者総合支援法（平成１７年法第１２３号）及び児童福祉法（昭
和２２年法第１６４号）による倉敷市指定障害福祉サービスの事業等の人員及び運営に関
する基準を定める規則（平成２５年３月２６日規則第３６号）及び児童福祉法に基づく指
定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等を定める条例（平成二十四年十月五日
岡山県条例第四十九号）等関連法令により，事故等が発生した場合の市への報告について
の様式を，別紙「障がい福祉サービスの提供に係る事故報告基準」のとおり修正しました
ので通知します。

記

１ 適用年月日 平成２６年 ２月１０日

２ 市に報告すべき事故の範囲
(１) 倉敷市の障がい福祉サービス受給者に対し，サービス等を提供した時に生じた

入・通院等の加療を伴う事故，死亡事故，損害賠償事故及び保健所等へ通報が義務
付けられた食中毒，感染症等。

(２) (１)以外に市から報告を求めた事故
＊ 過失のいかんを問わず，障害者総合支援法・児童福祉法に基づき利用者に対し福祉

サービスを提供している間に生じた上記の事故が報告の対象となります。

３ 報告の方法
次のように第１報，第２報と，１回の事故につき２回報告してください。

(１) 第１報の報告
事故発生後７日以内に，事故発生の概要について「（様式１）介護給付費・訓練等

給付費の提供に係る事故報告書 1/2」をファックス又は Eメールで，倉敷市障がい福
祉課又は各福祉事務所へ提出してください。

(２) 第２報の報告
事故発生後１ヶ月以内に，事故発生時の対応，今後事故を未然に防ぐための改善

等について「（様式２）介護給付費・訓練等給付費の提供に係る事故報告書 2/2」を
提出してください。
なお，事故発生後１ヶ月の時点では，当該事故が完結していない場合には，改善

策等に合わせて，その時点での進捗状況や完結の見込なども改善策の欄に記載して
ください。
様式１，２では，記入欄が不足する場合や資料があるときは，必要に応じて別紙に

記載し添付してください。

（問い合わせ先）倉敷市保健福祉局福祉部障がい福祉課
Tel: 086-426-3305 Fax: 086-421-4411
Mail: wlfdsb@city.kurashiki.okayama.jp
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障がい福祉サービスの提供に係る事故報告基準

平成２６年 ２月１０日

倉敷市役所福祉部障がい福祉課

１ 市に報告すべき事故

倉敷市指定障害福祉サービスの事業等の人員及び運営に関する基準を定める規則（平

成 25 年 3 月 26 日規則第 36 号）及び児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、

設備及び運営の基準等を定める条例（平成二十四年十月五日岡山県条例第四十九号）等

関連法令に基づき，指定がい福祉サービス事業者等において，利用者に対する支援サー

ビスの提供により事故が生じた場合には，速やかに利用者の家族及び関係行政機関に連

絡し，必要な措置を講じるとともに，その事故が賠償すべき事故である場合には，速や

かに損害賠償を行わなければなりません。

あわせて，事故の程度が次の各項のいずれかに該当するときは，遅滞なく市に報告す

る必要があります。

(１) 利用者に対する障がい福祉サービス等の提供により発生した事故により医療機関

等への受診が必要となった事故

(２) 利用者に対する障がい福祉サービス等の提供中に救急通報を行った事故。なお，

利用者の疾病によるものも含む

(３) 利用者に対する障がい福祉サービス等の提供など業務遂行により発生し，若しく

は請求された損害賠償事故

(４) 食中毒及び感染症等で法令により保健所等へ通報が義務付けられている事由の事

故及び利用者，職員等に広く感染する恐れのある症例，事故

(５) その他市が報告を必要と認める事故

２ 報告の期限

(１) 事故報告書 1/2（様式１）は第１報として，事故発生後７日以内に倉敷市に提
出すること。ファックス，Eメールでの報告も可能とします。

(２) 事故報告書 2/2（様式２）は，経過報告及び再発防止への対応・改善策を記載し，
事故発生後１ヶ月以内に倉敷市に提出すること。ただし，１ヶ月を経過しても事

故が完結していないときは記入日現在の進捗状況等も記載のこと。
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（介護・訓練等給付費，地域生活支援事業）の

障がい福祉サービス提供に係る事故報告書 【1/2】
平成 年 月 日

倉敷市長 様

指定事業所所在地

名 称

管理者の

職・氏名

＊ この様式は，倉敷市の受給者に対して障がい福祉サービスを提供した際に生じた事故

について，事故発生後７日以内に倉敷市障がい福祉課または各福祉事務所へ提出してく

ださい。（Fax可）
＊ 様式２「（介護・訓練等給付費，地域生活支援事業）障がい福祉サービスの提供に係る

事故報告書 2/2」については，詳細な過程及び再発防止への対応，改善策等を記載して
１ヶ月以内に提出してください。

様式１

対象者受給者番号 保護者氏名

対象者氏名 保護者連絡先 ℡ （ ）

対象者住所

〒

℡ （ ）

事故発生年月日

発生場所

（発生年月日，時間）

平成 年 月 日 午前・午後 時 分頃

（発生場所）

○事故の概要（発生時の具体的状況）

○事故発生時の対応・経過（管理者や医師への報告，受給者に対する処置，その後の経過などを

具体的に）

報告書作成者 職： 氏名： ℡ （ ）

指定事業所番号

事業者→市役所28



（介護・訓練等給付費，地域生活支援事業）の

障がい福祉サービス提供に係る事故報告書 【2/2】
平成 年 月 日

倉敷市長 様

指定事業所所在地

名 称

管理者の

職・氏名

＊ 記入欄が不足するときは必要に応じて別紙に記載し，資料があれば添付してください。

＊ この様式は，様式１に引き続き，事故発生から１ヶ月以内に倉敷市障がい福祉課また

は各福祉事務所へ提出してくだい。

＊ この報告書提出時に事故が完結していない場合は，改善策等の欄に現在の進捗状況及

び事故完結見込等も合わせて記載してください。

様式２

対象者受給者番号 対象者名

事故発生 平成 年 月 日 午前・午後 時 分頃

○第１報後の対応・経過 報告先 報告・説明日時

医 師 ／ ：

管理者 ／ ：

担当指導員 ／ ：

関係機関 ／ ：

／ ：

／ ：

本人説明 ／ ：

家族説明 ／ ：

／ ：

○再発防止に関する対応・改善策等（事故が起こった背景にあるもの，今後事故が起こらないよ

うにするためにとった（又はとるべき）対策）

損害賠償の有無 □有 （□完結 □継続 □交渉無） □無

報告書作成者 職： 氏名： ℡ （ ）

指定事業所番号

事業者→市役所29



５

４

３

２

１
早期注意情報

（気象庁）

大雨・洪水・高潮注意報

（気象庁）

高齢者等避難※３

避難指示※２

＜警戒レベル４までに必ず避難！＞

早期注意情報

（気象庁）

大雨・洪水・高潮注意報

（気象庁）

避難準備・

高齢者等避難開始

・避難指示（緊急）

・避難勧告

災害発生情報
（発生を確認したときに発令）

これまでの避難情報等

警戒レベル

緊急安全確保※１

新たな避難情報等

こ う れ い し ゃ と う ひ な ん

ひ な ん し じ

き ん き ゅ う あ ん ぜ ん か く ほ

災害の

おそれ高い

災害の

おそれ高い

災害発生

又は切迫

災害発生

又は切迫

災害の

おそれあり

災害の

おそれあり

気象状況悪化気象状況悪化

今後気象状況
悪化のおそれ
今後気象状況
悪化のおそれ

※１ 市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル５は必ず発令される情報ではありません。

※２ 避難指示は、これまでの避難勧告のタイミングで発令されることになります。

※３ 警戒レベル３は、高齢者等以外の人も必要に応じ普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難する

　　 タイミングです。

内閣府（防災担当）・消防庁

5 4 3
警戒レベル５は、

すでに安全な避難ができず

命が危険な状況です。

警戒レベル５緊急安全確保の

発令を待ってはいけません！

避難勧告は廃止されます。

これからは、

警戒レベル４避難指示で

危険な場所から全員避難

しましょう。

避難に時間のかかる

高齢者や障害のある人は、

警戒レベル３高齢者等避難で

危険な場所から避難

しましょう。

令和３年５月２０日から

避難勧告は廃止です
ひ な ん か ん こ く

避難指示で必ず避難
ひ な ん し じ

警戒レベル

４
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「避難」って

何すれば

いいの？

小中学校や公民館に行くことだけ

が避難ではありません。

「避難」とは「難」を「避」けること。

下の４つの行動があります。

ハザードマップで以下の

「３つの条件」を確認し

自宅にいても大丈夫かを

確認することが必要です。

安全なホテル・旅館

への立退き避難

行政が指定した避難場所

への立退き避難

安全な親戚・知人宅

への立退き避難

普段から

どう行動するか

決めておき

ましょう

ホテル ここなら安全！

※土砂災害の危険がある

　区域では立退き避難が

　原則です。

想定最大浸水深

※ハザードマップで安全か

　どうかを確認しましょう。

通常の宿泊料が必要

です。事前に予約・

確認しましょう。

旅館

公民館

小・中学校

自ら携行するもの

 ・マスク

 ・消毒液

 ・体温計

 ・スリッパ　等 ※ハザードマップで安全か

　どうかを確認しましょう。

普段から災害時に避難

することを相談して

おきましょう。 親戚・知人宅

屋内安全確保

水、食糧、薬等の確保が困難になる

ほか、電気、ガス、水道、トイレ等の

使用ができなくなるおそれがあります

※❶家屋倒壊等氾濫想定区域や❸水がひくまでの時間（浸水継続時間）はハザードマップに記載がない場合がありますので、お住いの

　市町村へお問い合わせください。

「３つの条件」が確認できれば浸水の危険があっても自宅に留まり安全を確保することも可能です
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浸水想定区域

氾濫

急傾斜地

～要配慮者利用施設における円滑かつ迅速な避難のために～

※ 土砂災害防止法の正式名称は「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」です。

「水防法等の一部を改正する法律（平成29年法律第31号）」の施行に
より、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため『水防法』及び
『土砂災害防止法』が平成29年6月19日に改正されました。

要配慮者利用施設の所有者・管理者の皆さまへ

※「土砂災害警戒区域」とは、土砂災
害が発生した場合に、住民等の生命
または身体に危害が生じるおそれが
あると認められる区域であり、都道
府県知事が指定します。

とは･･･

社会福祉施設、学校、医療施設

その他の主として防災上の配慮

を要する方々が利用する施設で

す。

1 避難確保計画の作成

● 避難確保計画が実効性あるものとするためには、施設管理者等の
皆さまが主体的に作成いただくことが重要です。

● 作成した避難確保計画は、職員のほか、利用者やご家族の方々も
日頃より確認することができるよう、その概要などを共用スペースの
掲示板などに掲載しておくことも有効です。

※ 義務付けの対象となるのは、これら要配慮者利用施設のうち、市町村地域防災計画に

その名称及び所在地が定められた施設です。

浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設※の

管理者等は、避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務と

なりました。

【土砂災害警戒区域の指定】

要配慮者利用施設

〔医療施設〕

・病院

・診療所

・助産所 等

※「洪水浸水想定区域」とは、河川が氾濫した場合に浸水
が想定される区域であり、河川等管理者である国または
都道府県が指定します。

【浸水想定区域の指定】

※ 市町村地域防災計画にその名称及び所在地が定められた施設が対象です。

要配慮者利用施設

要配慮者利用施設

〔社会福祉施設〕

・老人福祉施設

・有料老人ホーム

・認知症対応型老人共同生活援助事業の用に

供する施設

・身体障害者社会参加支援施設

・障害者支援施設

・地域活動支援センター

・福祉ホーム

・障害福祉サービス事業の用に供する施設

・保護施設

・児童福祉施設

・障害児通所支援事業の用に供する施設

・児童自立生活援助事業の用に供する施設

・放課後児童健全育成事業の用に供する施設

・子育て短期支援事業の用に供する施設

・一時預かり事業の用に供する施設

・児童相談所

・母子・父子福祉施設

・母子健康包括支援センター 等

〔学校〕

・幼稚園 ・義務教育学校 ・特別支援学校

・小学校 ・高等学校 ・高等専門学校

・中学校 ・中等教育学校 ・専修学校（高等課程を置くもの） 等

例
え
ば

※国土交通省水管理・国土保全局のホームページに
「避難確保計画の作成の手引き」を掲載していま
すので、計画作成の参考としてください。

● 「避難確保計画」とは、水害や土砂災害が発生するおそれがある
場合における利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な
次の事項を定めた計画です。
➢ 防災体制 ➢ 避難誘導 ➢ 施設の整備 ➢ 防災教育及び訓練の実施
➢ 自衛水防組織の業務（※水防法に基づき自衛水防組織を置く場合）
➢ そのほか利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置 に関する事項
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● 避難確保計画を作成・変更したときは、遅滞なく、その計画を市町
村長へ報告する必要があります。

2 市町村長への報告

3 避難訓練の実施

● 避難確保計画に基づいて避難訓練を実施します。職員のほか、可能
な範囲で利用者の方々にも協力してもらうなど、多くの方々が避難訓
練に参加することで、より実効性が高まります。

● ハザードマップを活用するなどして、水害や土砂災害に対して安全
な場所へ速やかに避難するなど、浸水想定区域や土砂災害警戒区域な
どの地域の災害リスクの実情に応じた避難訓練を実施することが重要
です。

避難体制の確認

避難訓練の実施

職員や利用者への学習会

避難体制のより一層の強化のために、関係者が連携して取り組むことが重要です！

避難確保計画の作成

！

ver4.2（ H29.6.19 ）

➢ 避難確保計画を作成しない要配慮者利用施設の管理者等に対して、市町村長が必要な指示をす
る場合があります。

➢ 正当な理由がなく、指示に従わないときは、市町村長がその旨を公表する場合があります。

施設の所在する市町村へお問い合わせください。

市町村地域防災計画（避難場所・避難経路など）・ハザードマップに関すること

洪水浸水想定区域についてはその河川を管理する河川事務所へ、土砂災害警戒
区域等については都道府県へお問い合わせください。

浸水想定区域・土砂災害警戒区域等の指定に関すること

問い合わせ先

法改正に関すること

土砂災害防止法関係

水防法関係 国土交通省水管理・国土保全局河川環境課水防企画室

国土交通省水管理・国土保全局砂防部砂防計画課

TEL：03-5253-8111（代表） URL：http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/index.html35
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施設長等は、次の場合迅速に社会福祉施設担当課に報告する。

施設利用者及び職員の中で

ア．

報
告

イ．

ウ．

エ．

施設長等の報告内容

ア． どのような症状で何人発症しているか。

重症者がいる場合は、その症状・人数、入院の有無

イ． 嘱託医師等の診断内容

今後さらに広がる可能性があるか。

 市施設担当課は聞き取り票により聴取する

ア． 市施設担当課は市保健所に報告し、対応を協議する。

イ． 協議結果に応じて、施設への指導・指示を行う。

ウ． 必要に応じ市内の他施設に対して健康調査を実施する。

エ．

※教育委員会（保健体育課）は，感染症発生時対応の流れから除く

健康長寿課  ケアハウス（特定施設を除く），有料老人ホーム（特定施設を除く ） ，老人福祉センター，

指導監査課 介護保険施設（介護老人保健施設 ・ 認知症グループホーム ・ 特定施設・ ショートステイ 

 ・通所介護 ・ 通所リハビリ ・ 小規模多機能型居宅介護　等），特別養護老人ホーム

障がい福祉課 障がい者関係施設

子育て支援課

保育・幼稚園課 保育園 ，認定こども園，小規模保育事業施設，事業所内保育事業施設，認可外保育施設

福祉援護課 養護老人ホーム

生活福祉課 生活保護関係施設

保健体育課 小学校，中学校，幼稚園，特別支援学校，市立高等学校

　

○ 土・日曜、休日、夜間の連絡先
市保健所

　

○ 平日（昼間）の連絡先
健康長寿課 ℡ ４２６－３３１５ fax　４２２－２０１６
指導監査課 ℡ ４２６－３２９７ fax　４２６－３９２１
障がい福祉課 ℡ ４２６－３３０５ fax　４２１－４４１１
子育て支援課 ℡ ４２６－３３１４ fax　４２７－７３３５
保育・幼稚園支援室 ℡ ４２６－３３６７ fax　４２７－７３３５
福祉援護課 ℡ ４２６－３３２１ fax　４２２－３３８９
生活福祉課 ℡ ４２６－３３２５ ｆａｘ　４２２－３３８９
保健体育課 ℡ ４２６－３８３５ fax　４２１－６０１８

保健課 ℡ ４３４－９８１０ fax　４３４－９８０５ 感染症に関すること

生活衛生課 ℡ ４３４－９８２６ fax　４３４－９８３３ 食中毒に関すること

なんでもコール　℡４２６－３０３０
市施設担当課

保健福祉推進課

報
告

同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる者が１０名以上又
は全体の半数以上発生した場合
(ただし、インフルエンザはインフルエンザ様症状（注1）の患者発生後７日以内にそ
の者を含み１０名以上のインフルエンザ様症状がみられた場合）

市保健所

倉敷市内社会福祉施設等における感染症等発生時の対応について　　（R2.4月改定)

新型コロナウイルス感染症の患者が1名以上発生した場合

施　設 市宿直　℡４２６－３０３３

市施設担当課 対象施設等

憩の家

母子生活支援施設 ，児童厚生施設，放課後児童クラブ

（注1）インフルエンザ様症状とは、３８℃以上の発熱かつ急性呼吸器症状(鼻汁、鼻閉、咽頭痛、咳の
　　　いづれか１つ以上）を呈した場合をいう。検査でインフルエンザと確定しているかは問わない。

※様式はホームページからダウン
ロード可　「倉敷市保健所＞保健
課＞感染症情報＞社会福祉施設
における感染症の集団発生につ

いて」

指
導
・
指
示

施設長等

同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤
者が１週間内に２名以上発生した場合

ア及びウに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生
が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

報
告
・
協
議

必要に応じ，保健福祉推進課に報告し，報道発表等の対
応を協議する

感染症報告書(様式１）と
健康調査表（様式２）を
作成し所管課へ提出

協
議

市施設
担当課
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医政発 1201第４号 

令和４年 12月１日 

 

各都道府県知事 殿 

 

厚生労働省医政局長 

（ 公 印 省 略 ） 

 
 

医師法第 17条、歯科医師法第 17条及び保健師助産師看護師法第 31条の解釈について

（その２） 

 
 

医師、歯科医師、看護師等の免許を有さない者による医業（歯科医業を含む。以下同じ。）

は、医師法第 17条、歯科医師法第 17条及び保健師助産師看護師法第 31条その他の関係法

規によって禁止されている。ここにいう「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の

医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすお

それのある行為（医行為）を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。 

ある行為が医行為であるか否かについては、個々の行為の態様に応じ個別具体的に判断

する必要があるが、介護現場等において医行為であるか否かについて判断に疑義が生じる

ことの多い行為であって原則として医行為でないと考えられるもの等については、これま

で、「医師法第 17条、歯科医師法第 17条及び保健師助産師看護師法第 31条の解釈につい

て（通知）」（平成 17年７月 26日付け医政発第 0726005号厚生労働省医政局長通知。以

下「平成 17年通知」という。）等においてお示ししてきたところである。 

今般、規制改革実施計画（令和２年７月 17日閣議決定）において、平成 17年通知に記

載のない行為のうち、介護現場で実施されることが多いと考えられる行為を中心に、医行

為ではないと考えられる行為を整理し、周知した上で、介護職員がそれらの行為を安心し

て行えるよう、ケアの提供体制について本人、家族、介護職員、看護職員、主治医等が事

前に合意するプロセスを明らかにすることとされた。 

これを踏まえ、医療機関以外の介護現場で実施されることが多いと考えられる行為であ

って、原則として医行為ではないと考えられるもの及び当該行為を介護職員が行うに当た

っての患者や家族、医療従事者等との合意形成や協力に関する事項について別紙のとおり

列挙したので、医師、看護師等の医療に関する免許を有しない者が行うことが適切か否か

判断する際や、ケアの提供体制について検討する際の参考とされたい。 

なお、本通知については、厚生労働省社会・援護局及び老健局と調整済みである。また、

当然のこととして、医行為に該当しない行為についても、高齢者介護の現場等において安

全に行われるべきものであり、また、行為の実施に当たっては、患者の状態を踏まえ、医

師、歯科医師又は看護職員と連携することや、必要に応じてマニュアルの作成や医療従事

者による研修を行うことが適当であることを申し添える。 
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（別紙） 

（在宅介護等の介護現場におけるインスリンの投与の準備・片付け関係） 

１ 在宅介護等の介護現場におけるインスリン注射の実施に当たって、あらかじめ医師か

ら指示されたタイミングでの実施の声かけ、見守り、未使用の注射器等の患者への手渡

し、使い終わった注射器の片付け（注射器の針を抜き、処分する行為を除く。）及び記

録を行うこと。 

２ 在宅介護等の介護現場におけるインスリン注射の実施に当たって、患者が血糖測定及

び血糖値の確認を行った後に、介護職員が、当該血糖値があらかじめ医師から指示され

たインスリン注射を実施する血糖値の範囲と合致しているかを確認すること。 

３ 在宅介護等の介護現場におけるインスリン注射の実施に当たって、患者が準備したイ

ンスリン注射器の目盛りが、あらかじめ医師から指示されたインスリンの単位数と合っ

ているかを読み取ること。 

 （血糖測定関係） 

４ 患者への持続血糖測定器のセンサーの貼付や当該測定器の測定値の読み取りといった、

血糖値の確認を行うこと。 

（経管栄養関係） 

５ 皮膚に発赤等がなく、身体へのテープの貼付に当たって専門的な管理を必要としない

患者について、既に患者の身体に留置されている経鼻胃管栄養チューブを留めているテ

ープが外れた場合や、汚染した場合に、あらかじめ明示された貼付位置に再度貼付を行

うこと。 

６ 経管栄養の準備（栄養等を注入する行為を除く。）及び片付け（栄養等の注入を停止

する行為を除く。）を行うこと。なお、以下の３点については医師又は看護職員が行う

こと。 

① 鼻からの経管栄養の場合に、既に留置されている栄養チューブが胃に挿入されてい

るかを確認すること。 

② 胃ろう・腸ろうによる経管栄養の場合に、び爛や肉芽など胃ろう・腸ろうの状態に

問題がないことを確認すること。 

③ 胃・腸の内容物をチューブから注射器でひいて、性状と量から胃や腸の状態を確認

し、注入内容と量を予定通りとするかどうかを判断すること。 

 （喀痰吸引関係） 

７ 吸引器に溜まった汚水の廃棄や吸引器に入れる水の補充、吸引チューブ内を洗浄する

目的で使用する水の補充を行うこと。 

（在宅酸素療法関係） 

８ 在宅酸素療法を実施しており、患者が援助を必要としている場合であって、患者が酸

素マスクや経鼻カニューレを装着していない状況下における、あらかじめ医師から指示

された酸素流量の設定、酸素を流入していない状況下における、酸素マスクや経鼻カニ

ューレの装着等の準備や、酸素離脱後の片付けを行うこと。ただし、酸素吸入の開始（流

入が開始している酸素マスクや経鼻カニューレの装着を含む。）や停止（吸入中の酸素

マスクや経鼻カニューレの除去を含む。）は医師、看護職員又は患者本人が行うこと。 

９ 在宅酸素療法を実施するに当たって、酸素供給装置の加湿瓶の蒸留水を交換する、機

器の拭き取りを行う等の機械の使用に係る環境の整備を行うこと。 
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10 在宅人工呼吸器を使用している患者の体位変換を行う場合に、医師又は看護職員の立

会いの下で、人工呼吸器の位置の変更を行うこと。 

（膀胱留置カテーテル関係） 

11 膀胱留置カテーテルの蓄尿バックからの尿廃棄（ＤＩＢキャップの開閉を含む。）を

行うこと。 

12 膀胱留置カテーテルの蓄尿バックの尿量及び尿の色の確認を行うこと。 

13 膀胱留置カテーテル等に接続されているチューブを留めているテープが外れた場合に、

あらかじめ明示された貼付位置に再度貼付を行うこと。 

14 専門的管理が必要無いことを医師又は看護職員が確認した場合のみ、膀胱留置カテー

テルを挿入している患者の陰部洗浄を行うこと。 

 （服薬等介助関係） 

15 患者の状態が以下の３条件を満たしていることを医師、歯科医師又は看護職員が確認

し、これらの免許を有しない者による医薬品の使用の介助ができることを本人又は家族

等に伝えている場合に、事前の本人又は家族等の具体的な依頼に基づき、医師の処方を

受け、あらかじめ薬袋等により患者ごとに区分し授与された医薬品について、医師又は

歯科医師の処方及び薬剤師の服薬指導の上、看護職員の保健指導・助言を遵守した医薬

品の使用を介助すること。具体的には、水虫や爪白癬にり患した爪への軟膏又は外用液

の塗布（褥瘡の処置を除く。）、吸入薬の吸入及び分包された液剤の内服を介助するこ

と。 

① 患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していること 

② 副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師又は看護職員による連続的な容態

の経過観察が必要である場合ではないこと 

③ 内用薬については誤嚥の可能性など、当該医薬品の使用の方法そのものについて

専門的な配慮が必要な場合ではないこと 

 （血圧等測定関係） 

16 新生児以外の者であって入院治療の必要ないものに対して、動脈血酸素飽和度を測定

するため、パルスオキシメーターを装着し、動脈血酸素飽和度を確認すること。 

17 半自動血圧測定器（ポンプ式を含む。）を用いて血圧を測定すること。 

（食事介助関係） 

18 食事（とろみ食を含む。）の介助を行うこと。 

 （その他関係） 

19 有床義歯（入れ歯）の着脱及び洗浄を行うこと。 
 

注１ 在宅酸素療法を実施するに当たって、酸素流入中の酸素マスクや経鼻カニューレが

ずれ、次のいずれかに該当する患者が一時的に酸素から離脱（流入量の減少を含む。）

したことが見込まれる場合に、当該酸素マスクや経鼻カニューレを元の位置に戻すこと

も、原則として、医師法第 17条、歯科医師法第 17条及び保健師助産師看護師法第 31条

の規制の対象とする必要がないものであると考えられる。 

・ 肢体不自由等により、自力で酸素マスクや経鼻カニューレを戻すことが困難であ

る患者 

・ 睡眠中や意識がない状態で、自力で酸素マスクや経鼻カニューレを戻すことが困

難である患者 
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- 4 - 

 

 

注２ 前記１から 19まで及び注１に掲げる行為は、原則として医行為又は医師法第 17条、

歯科医師法第 17条及び保健師助産師看護師法第 31条の規制の対象とする必要があるも

のでないと考えられるものであるが、病状が不安定であること等により専門的な管理が

必要な場合には、医行為であるとされる場合もあり得る。このため、介護サービス事業

者等はサービス担当者会議の開催時等に、必要に応じて、医師、歯科医師又は看護職員

に対して、そうした専門的な管理が必要な状態であるかどうか確認することが考えられ

る。さらに、病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、医師、歯科医師又は看護職

員に連絡を行う等の必要な措置を速やかに講じる必要がある。 

また、前記１から４までに掲げる行為については、患者の血糖値や食事摂取量等が不

安定でないことが必要である。 

さらに、前記２、４、16及び 17に掲げる行為によって測定された数値を基に投薬の

要否など医学的な判断を行うことは医行為であり、事前に示された数値の範囲外の異常

値が測定された場合には医師、歯科医師又は看護職員に報告するべきものである。 

 

注３ 前記１から 19まで及び注１に掲げる行為は原則として医行為又は医師法第 17条、

歯科医師法第 17条及び保健師助産師看護師法第 31条の規制の対象とする必要があるも

のではないと考えられるものであるが、その実施に当たっては、当然ながら患者本人や

家族に対して分かりやすく、適切な説明を行うとともに、介護職員等の実施する行為に

ついて患者本人や家族が相談を行うことができる環境作りに努めることが望ましい。ま

た、必要に応じて、注２のサービス担当者会議の開催時等に医師、歯科医師又は看護職

員に相談する、必要に応じて書面等で指示を受ける、ケアの実施後に医師、歯科医師又

は看護職員に報告を行う等して適切に連携することが望ましい。 

 

注４ 前記１から 19まで及び注 1に掲げる行為は原則として医行為又は医師法第 17条、

歯科医師法第 17条及び保健師助産師看護師法第 31条の規制の対象とする必要があるも

のではないと考えられるものであるが、業として行う場合には実施者に対して一定の研

修や訓練が行われることが望ましいことは当然であり、介護サービス等の場で就労する

者の研修の必要性を否定するものではない。 

また、介護サービスの事業者等は、事業遂行上、安全にこれらの行為が行われるよう

監督することが求められる。 

 

注５ 今回の整理はあくまでも医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法等の解釈に関

するものであり、事故が起きた場合の刑法、民法等の法律の規定による刑事上・民事上

の責任は別途判断されるべきものである。 

 

注６ 前記１から 19まで及び注 1に掲げる行為について、看護職員による実施計画が立て

られている場合は、具体的な手技や方法をその計画に基づいて行うとともに、その結果

について報告、相談することにより密接な連携を図るべきである。前記 15に掲げる服薬

等の介助が福祉施設等において行われる場合には、看護職員によって実施されることが

望ましく、また、その配置がある場合には、その指導の下で実施されるべきである。 
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◇当日会場では質問を受け付けておりません。質問がある場合は、後日、質問票に

てお願いします。

【 質 問 票 】

送付先 令和 年 月 日

倉敷市 障がい福祉課事業所指導室 fax ０８６-４２１－４４１１

E-mail wlfdsb-buguof@city.kurashiki.okayama.jp

※この質問票は，障がい福祉課事業所指導室へ FAX 又はメールしてください。

事業所名

サービス種別 E-mail

所在地 〒 ― 倉敷市

TEL ０８６－ － FAX ０８６－ －

担当者職氏名

【質問】
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